
日南市立図書館公衆無線ＬＡＮ利用規約 

 

（目的） 

第１条 本規約は、日南市立図書館（以下「図書館」という。）が図書館利用者の利便性向

上を目的として提供する公衆無線ＬＡＮによるインターネット接続サービス（以下「本サ

ービス」という。）の利用について、必要な事項を定めるものとする。 

 

（利用者） 

第２条 本規約は、本サービスの利用者（以下「利用者」という。）に適用するものとする。 

 

（サービスの内容） 

第３条 利用者は、本サービスを利用してインターネットに接続することができる。 

 

（サービスの利用） 

第４条 利用場所及び利用時間は、次のとおりとする。ただし図書館の都合により、変更す

る場合がある。 

(１) 利用場所 別表のとおりとし、各館の指定する区域とする。 

(２) 利用時間 各図書館の開館時間中とする。 

２ 本サービスの利用料金は無料とする。ただし、利用者がインターネット上で利用した有

料サービスについては、その理由に関わらず、当該利用者が費用を負担するものとする。 

３ 本サービスを利用するために必要な機器（以下「端末」という。）は利用者が用意する

こととし、以下に掲げる条件を満たすものに限る。 

(１) ウイルス対策ソフトを導入していること 

(２) ＯＳが最新版になっていること 

４ 端末の設定は利用者の責任で行うこととし、図書館は個別の設定作業等は行わない。 

 

（フィルタリング） 

第５条 図書館は、本サービスの不正利用等を防止するため、フィルタリング（セキュリテ

ィ上危険なサイトや未成年者等に有害なサイトを表示させないこと及びネットワークや 

端末等に損害を与える恐れのある通信を遮断することをいう。）を実施することができる 

ものとする。 

 

（禁止事項） 

第６条 利用者は、本サービスの利用に当たって以下に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 図書館又は第三者に損害を与える行為及び損害を与える恐れのある行為 

(２) 図書館又は第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為及び侵害する恐れ

のある行為 

(３) 図書館又は第三者を誹謗中傷する行為 



(４) 公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為 

(５) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを提供する行為 

(６) 法令に違反する行為又はその恐れのある行為 

 

（利用の停止） 

第７条 利用者が次のいずれかに該当する場合は、事前に通告することなく直ちに当該利 

用者の本サービスの利用を停止することができるものとする。 

(１) 禁止事項に該当する行為をした場合 

(２) 本規約に違反した場合 

(３) その他館長が不適切と判断した場合 

 

（サービスの中止） 

第８条 図書館は、次のいずれかに該当する場合は、利用者へ周知することなく、本サービ 

スの提供を中止できるものとする。 

(１) サービスの保守又は工事を行う場合 

(２) 本サービスに係るネットワークの障害や機器の故障等、やむを得ない事由がある場

合 

(３) 地震等の災害が発生し、サービスの運用を通常どおり行うことが不可能な場合 

(４) その他館長が必要と判断した場合 

 

（免責） 

第９条 図書館は、利用者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、

確実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとする。 

２ 図書館は、本サービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止による損害について、一切責 

任を負わないものとする。 

３ 図書館は、利用者が所有する端末の種類、ソフトウェア等によって、サービスを利用で 

きない場合があっても、一切の責任を負わないものとする。 

４ 図書館が特定のサイトへの接続を制限するフィルタリングを実施したことにより、当 

該サイトを閲覧できないことによる不利益が生じても、図書館は一切の責任を負わない

ものとする。 

５ 利用者が本サービスを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争 

等について、図書館は一切の責任を負わないものとする。 

６ 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することができるも 

のとする。 

７ 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスを中止又は廃止することができる

ものとする。 

 

 



（本規約の変更） 

第 10条 図書館は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができるもの 

とする。 

 

 （準拠法・裁判管轄） 

第 11条 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とする。 

２ 本サービスに関して紛争が生じた場合には、宮崎地方裁判所日南支部を専属的合意管

轄とする。 

 

附 則 

 本規約は、令和６年 12月１日から施行する。 

 

 

別表 （第４条関係） 

名称 位置 

日南市立図書館 日南市飫肥二丁目 8277番地イ―２ 

日南市立まなびピア図書館 日南市木山二丁目４番 44号 

日南市立北郷図書館 日南市北郷町郷之原乙 1570番地 

日南市立南郷図書館 日南市南郷町中村乙 7051番地 25 

 


